
亀山市公告第１６号  

亀山市営住宅条例（平成１７年亀山市条例第１３５号）第４条の  

規定により、市営住宅の入居者を公募する。  

  平成２７年２月２７日  

亀山市長  櫻  井  義  之   

 

１  申込受付の期間及び時間並びに場所  

（１）受付期間及び時間  

平成２７年３月９日（月）から同月１８日（水）までの午前

８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 １ ５ 分 ま で （ 日 曜 日 、 土 曜 日 を 除

く 。 ） 。 た だ し 、 申 込 み の な か っ た 住 宅 に つ い て は 、 抽 選 日

の翌日から先着順に申込みを受け付ける。  

（２）受付場所  

亀山市建設部営繕住宅室  

２  入居資格及び申込方法  

（１）入居資格  

ア  次の条件をすべて満たす者に限る。  

（ア）現に市内に住所又は勤務場所を有すること。  

（イ）現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出を

しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻

の予約者を含む。）があること。ただし、高齢者等は単身

入居を可とする。  

（ウ）亀山市営住宅条例第６条第１項第３号に定める収入基

準に適合していること。  

（エ）現に住宅に困窮していることが明らかであること。  

（ オ ） 過 去 に お い て 市 営 住 宅 に 入 居 し て い た 者 に あ って は 、  

  現に市営住宅の家賃の滞納がなく、かつ、亀山市営住宅条

例第４０条の規定による明渡し請求を受けたことがないこ

と。  



（カ）入居申込者又は同居しようとする親族が暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員でないこと ｡  

イ  アに掲げる条件をすべて満たす者であっても、市町村税又  

は次の各号のいずれかの市の歳入を滞納している者について

は入居させないことができる。  

（ア）亀山市保育所入所児童に要する費用に関する規則（平成

１７年亀山市規則第５５号）に規定する保育費用  

（イ）亀山市農業集落排水処理施設条例（平成１７年亀山市条

例第１２４号）に規定する使用料  

（ウ ） 亀 山 市 公 共 下 水 道 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 

１３１号）に規定する使用料  

（エ ） 亀 山 市 公 共 下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 に 関 す る 条 例 （ 平 成 

１８年亀山市条例第３４号）に規定する負担金等  

（２）申込方法  

市営住宅申込要領に基づく市営住宅入居申込書及び添付書類

を提出する。  

３  選考方法  

提出された申込書を基に入居者を選考し、入居申込者数が募集

戸数枠内の場合は、全員が入居決定者となり、入居申込者数が募

集戸数を上回った場合は、公開抽選により入居決定者及び補欠者

を決定する。  

  なお、公開抽選の日時及び場所は、別途入居申込者に通知する。  

４  公募住宅  

住  宅  名  規  格 階数  ※家    賃  位   置  
高塚住宅Ｋ－
３号  

耐火２
階  

２階  １８，１００円～
３５，７００円  

高塚町９番１
０３号  

栄町住宅Ｉ－
１０６号  

中層耐
火３階

３階  １９，３００円～
３７，９００円  

栄町１５０６
番地６４  

和賀住宅Ｌ－
８号  

中層耐
火３階

３階  １６，３００円～
３２，０００円  

和賀町５９番
２０４号  



羽若住宅Ｊ－
１４号  

中層耐
火３階

３階  ２１，７００円～
４２，６００円  

羽若町４９３
番地１  

※高塚住宅及び栄町住宅は、優先入居住宅とする。また、高塚住

宅、栄町住宅、和賀住宅及び羽若住宅については、世帯員２名

以上を申込みの対象とする。  

※家賃については、収入月額に応じて６階層に分けるものとする。  

５  優先入居の取扱いについて  

優先入居住宅の入居対象者は、高齢者世帯、障がい者世帯、母

子世帯等を対象とし、これらの者は一般の抽選に先立ち優先入居の

抽選を行うものとする。ただし、これに外れても再度一般の抽選に

参加することができる。  

６  入居時期  

平成２７年５月下旬。ただし、修繕の都合により入居が遅れる場

合がある。  


